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(57)【要約】
【課題】ヘッドレスト本体を前後方向に回動させる際に
クリック感を得ることができ、ヘッドレスト本体の操作
性を向上させることが可能なヘッドレストを提供するこ
とを目的とする。
【解決手段】ヘッドレストピラー１と、ロックブラケッ
ト４と、ヘッドレスト本体５０と、ロック機構と、クリ
ック機構とを備えており、クリック機構を、少なくとも
一方の支柱１ａと、少なくとも一方の底面カバー部５３
のスリット５３ａ周縁部に対して設けられるとともに、
少なくとも一方の支柱１ａが係合する複数の凹凸部６０
ａ，６０ｂを形成してなる凹凸係合部６０とを有するも
のとする。これにより、ヘッドレスト本体を前後方向に
回動させることによって、凹凸係合部の複数の凸部が、
少なくとも一方の支柱を乗り越え、凹部が、少なくとも
一方の支柱に係合するように動くことになるので、クリ
ック感が生起する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の支柱と、これら一対の支柱の上端部間に架設される横軸部とを有するヘッドレス
トピラーと、
　前記横軸部に、前方に傾斜して固定されるロックブラケットと、
　前記横軸部に対して前後方向に回動自在に取り付けられるヘッドレスト本体と、
　前記ヘッドレスト本体を、前記ロックブラケットに対して複数の傾斜角度でロックする
ロック機構と、
　前記ヘッドレスト本体の回動に伴ってクリック感を生起するクリック機構と、を備えて
おり、
　前記ヘッドレスト本体は、乗員の頭部を受ける前面壁部と、
　前記前面壁部の背面側に結合される背面壁部と、
　互いに結合された状態の前記前面壁部と背面壁部との底面部に、前記ヘッドレストピラ
ーの一対の支柱の位置に対応して設けられるとともに、該支柱が挿通されるスリットが形
成された一対の底面カバー部と、を有しており、
　前記クリック機構は、前記一対の支柱のうちの少なくとも一方の支柱と、
　前記一対の底面カバー部のうち、少なくとも一方の底面カバー部のスリット周縁部に対
して設けられるとともに、前記少なくとも一方の支柱が係合する複数の凹凸部を前記ヘッ
ドレスト本体の回動方向に沿って連続して形成してなる凹凸係合部と、を有していること
を特徴とするヘッドレスト。
【請求項２】
　前記クリック機構は、前記ロック機構によってヘッドレスト本体の回動にロックがかか
る際に、前記凹凸係合部の複数の凸部が、前記少なくとも一方の支柱を乗り越え、凹部が
、前記少なくとも一方の支柱に係合するように設定されていることを特徴とする請求項１
に記載のヘッドレスト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用シートに設けられるヘッドレストに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両用シートのヘッドレストは、シート着座時における快適性の向上と、車両衝突時の
頭部支持による安全性の向上等のために設けられている。
　ヘッドレストにより得られる快適性や安全性は、ヘッドレストが乗員の頭部に対して適
切な位置であることが重要となる。そこで、ヘッドレストピラーによるヘッドレストの高
さ調整だけでなく、前後方向の位置も調整できる技術が開発されている（例えば、特許文
献１参照）。
　特許文献１に記載の技術は、ヘッドレストピラーの横軸部に、横軸部よりも小径のコイ
ルバネを挿着し、コイルバネの他端を、中空状のヘッドレストフレーム（以下、ヘッドレ
スト本体）の内壁面に係止したものである。また、ヘッドレスト本体は、このヘッドレス
ト本体を貫通するヘッドレストピラーの横軸部に対して前後方向に回動自在に取り付けら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－１６４０３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に記載のヘッドレスト本体は、前後方向への回動や、急な後方回



(3) JP 2012-201152 A 2012.10.22

10

20

30

40

50

動のブレーキングを、コイルバネの拡径および縮径の性質を利用して行っている。
　しかし、コイルバネの拡径および縮径の性質を利用して回動させるだけでは、ヘッドレ
スト本体の回動操作を行う操作者が、操作を行っている感覚を得にくい場合がある。
【０００５】
　本発明の課題は、ヘッドレスト本体を前後方向に回動させる際にクリック感を得ること
ができ、ヘッドレスト本体の操作性を向上させることが可能なヘッドレストを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、一対の支柱と、これら一対の支
柱の上端部間に架設される横軸部とを有するヘッドレストピラーと、
　前記横軸部に、前方に傾斜して固定されるロックブラケットと、
　前記横軸部に対して前後方向に回動自在に取り付けられるヘッドレスト本体と、
　前記ヘッドレスト本体を、前記ロックブラケットに対して複数の傾斜角度でロックする
ロック機構と、
　前記ヘッドレスト本体の回動に伴ってクリック感を生起するクリック機構と、を備えて
おり、
　前記ヘッドレスト本体は、乗員の頭部を受ける前面壁部と、
　前記前面壁部の背面側に結合される背面壁部と、
　互いに結合された状態の前記前面壁部と背面壁部との底面部に、前記ヘッドレストピラ
ーの一対の支柱の位置に対応して設けられるとともに、該支柱が挿通されるスリットが形
成された一対の底面カバー部と、を有しており、
　前記クリック機構は、前記一対の支柱のうちの少なくとも一方の支柱と、
　前記一対の底面カバー部のうち、少なくとも一方の底面カバー部のスリット周縁部に対
して設けられるとともに、前記少なくとも一方の支柱が係合する複数の凹凸部を前記ヘッ
ドレスト本体の回動方向に沿って連続して形成してなる凹凸係合部と、を有していること
を特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のヘッドレストにおいて、
　前記クリック機構は、前記ロック機構によってヘッドレスト本体の回動にロックがかか
る際に、前記凹凸係合部の複数の凸部が、前記少なくとも一方の支柱を乗り越え、凹部が
、前記少なくとも一方の支柱に係合するように設定されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、クリック機構は、前後方向に回動するヘッドレスト本
体と、ヘッドレスト本体に対して固定状態にあるヘッドレストピラーの少なくとも一方の
支柱との間に設けられることになる。
　したがって、ヘッドレスト本体を前後方向に回動させることによって、凹凸係合部の複
数の凸部が、少なくとも一方の支柱を乗り越え、凹部が、少なくとも一方の支柱に係合す
るように動くことになるので、クリック感が生起することになる。そして、ヘッドレスト
本体を前後方向に回動させる際にクリック感を得ることができるので、例えばクリック機
構とロック機構とを連動させることにより、ヘッドレスト本体の操作性を向上させること
ができる。これによって、ロックブラケットに対するヘッドレスト本体の傾斜角度を精度
良く調整することが可能となる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、ロック機構によってヘッドレスト本体の回動にロック
がかかる際に、凹凸係合部の複数の凸部が、少なくとも一方の支柱を乗り越え、凹部が、
少なくとも一方の支柱に係合するように設定されているので、クリック機構とロック機構
とを連動させることができる。これによって、ヘッドレスト本体を回動させてクリック感
が生起した際に、同時にロック機構によってヘッドレスト本体の回動にロックがかかるこ
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とになるので、ヘッドレスト本体の操作性を向上させることができる。これによって、ロ
ックブラケットに対するヘッドレスト本体の傾斜角度を確実かつ精度良く調整することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】ヘッドレストの一例を示す分解斜視図である。
【図２】図１に示すヘッドレストのヘッドレスト本体を示す後方斜視図である。
【図３】ロック機構付近を示す拡大背面図である。
【図４】同、拡大側断面図である。
【図５】ヘッドレスト本体が前後方向に回動する状態を説明する図である。
【図６】底面カバー部とヘッドレストピラーの支柱との間にクリック機構が設けられる形
態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　図１はヘッドレストの一例を示す分解斜視図である。
　本実施の形態のヘッドレストは、ヘッドレストピラー１と、ロックブラケット４と、ヘ
ッドレスト本体５０と、ロック機構と、クリック機構と、を備えている。
　なお、本実施の形態のヘッドレストは、クッションパッドである樹脂を、型枠内で、前
記ヘッドレスト本体５０と一体的になるように発泡成形させるものであり、このヘッドレ
スト本体５０は、樹脂が内部に浸入しないような構成となっている。
【００１２】
　前記ヘッドレストピラー１は、左右に離間する一対の支柱１ａ，１ａと、これら一対の
支柱１ａ，１ａの上端部間に架設される横軸部１ｂと、を有する。
　これら一対の支柱１ａ，１ａと横軸部１ｂとは一体形成されており、これら一対の支柱
１ａ，１ａと横軸部１ｂとの中間に位置する部位は屈曲形状を成している。
　また、前記一対の支柱１ａ，１ａと横軸部１ｂとのうち、少なくとも横軸部１ｂは断面
正円状に形成されている。
【００１３】
　また、前記横軸部１ｂには、ロック機構を構成するためのロックブラケット４が、前方
に傾斜して固定されている。
　このロックブラケット４は金属製の板状体であり、図５に示すように、基端部４ｃから
上端部４ｄに向かうにつれて前後方向に広がるように形成されている。また、上端部４ｄ
には、複数のロック用孔２０…が形成されている。
　また、基端部４ｃに、アーチ型の軸受け面を形成することによって、前記横軸部１ｂを
把持するようにして該横軸部１ｂに設けられている。また、この基端部４ｃは横軸部１ｂ
に対して溶接等により強固に接合固定されている。
【００１４】
　また、前記横軸部１ｂには、図１および図２に示すように、付勢部材３を取り付けるた
めの取付部２，２が固定されている。なお、本実施の形態において、これら取付部２，２
は、前記ロックブラケット４の左右両側に、該ロックブラケット４から離間し、かつ該ロ
ックブラケット４から等しい間隔で配置されている。
　なお、前記付勢部材３はコイルバネとされている。このため、前記取付部２，２は、フ
ック状に形成されており、コイルバネ３の下端部を引掛けることができる。このコイルバ
ネである付勢部材３は、後述するヘッドレスト本体５０を横軸部１ｂ側に引き寄せる方向
に付勢する引張バネである。
　また、取付部２，２は、横軸部１ｂに対して溶接等により強固に接合固定されている。
【００１５】
　さらに、前記横軸部１ｂには、図１～図５に示すように、ヘッドレストを構成するヘッ
ドレスト本体５０が、この横軸部１ｂに対して前後方向に回動自在となるように取り付け
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られている。すなわち、前記ヘッドレストピラー１の横軸部１ｂの軸心が、前記ヘッドレ
スト本体５０の回動中心軸とされている。
　また、このヘッドレスト本体５０は樹脂製とされており、軽量化に貢献できるようにな
っている。さらに、このようなヘッドレスト本体５０は、乗員の頭部を受ける前面壁部５
１と、背面壁部５２と、底面カバー部５３，５３と、包囲部８と、把持部９と、保持部１
０と、を有している。続いて、このヘッドレスト本体５０の構成について説明する。
【００１６】
　前記前面壁部５１および背面壁部５２は、図１および図２に示すように、これら前面壁
部５１と背面壁部５２とで一組となるものであり、前記前面壁部５１の背面側に背面壁部
５２を結合して組み合わせることで、これら前面壁部５１と背面壁部５２の内部に空洞が
できるように構成されている。この空洞内には、前面壁部５１の背面側に設けられる包囲
部８等の各部と、前記ヘッドレストピラー１の横軸部１ｂおよび一対の支柱１ａ，１ａの
上端部とを収容し、被覆することができる。
　なお、これら前面壁部５１および背面壁部５２との間には、互いに組み合わせて一体化
した際の樹脂の浸入を防ぐためのシール手段が設けられている。
【００１７】
　また、前面壁部５１および背面壁部５２の底面部５１ａ，５２ａには、前記底面カバー
部５３，５３がそれぞれ差し込まれる差込口を形成するための差込口用切欠部５１ｂ，５
２ｂが切欠形成されている。
　差込口用切欠部５１ｂ，５２ｂも、これら差込口用切欠部５１ｂと差込口用切欠部５２
ｂの２つで一組となるものであり、これら差込口用切欠部５１ｂと差込口用切欠部５２ｂ
とを組み合わせることで開口部とすることができ、この開口部を、前記底面カバー部５３
，５３を差込可能な差込口とすることができる。
　差込口は、前記ヘッドレストピラー１の一対の支柱１ａ，１ａに対応して、前記底面部
５１ａ，５２ａの２ヶ所に配置されている。すなわち、前記差込口用切欠部５１ｂは、前
記前面壁部５１の底面部５１ａの２ヶ所に形成されており、前記差込口用切欠部５２ｂは
、前記背面壁部５２の底面部５２ａの２ヶ所に形成されている。
【００１８】
　また、前面壁部５１および背面壁部５２の一側部には、ロック部材２２のシャフト部２
２ｂの端部に取り付けられるボタン５５と、このボタン５５の周縁を装飾する装飾縁部５
４とを取り付けるためのボタン取付部５１ｃ，５２ｃが、側方に突出するようにして形成
されている。
　これらボタン取付部５１ｃ，５２ｃの突出方向側端部には、前記装飾縁部５４およびボ
タン５５が差し込まれるボタン差込口を形成するためのボタン差込口用切欠部５１ｄ，５
２ｄが形成されている。
　ボタン差込口用切欠部５１ｄ，５２ｄも、これらボタン差込口用切欠部５１ｄとボタン
差込口用切欠部５２ｄの２つで一組となるものであり、これらボタン差込口用切欠部５１
ｄとボタン差込口用切欠部５２ｄとを組み合わせることで開口部とすることができ、この
開口部を、前記装飾縁部５４およびボタン５５を差込可能なボタン差込口とすることがで
きる。
　前記装飾縁部５４は、この装飾縁部５４周縁の鍔部５４ａが前記ボタン取付部５１ｃ，
５２ｃに形成されたボタン差込口よりも大径に形成されたものであり、ボタン差込口に差
し込まれるとともに嵌合されている。
　なお、この装飾縁部５４には、前記ボタン取付部５１ｃ，５２ｃの内部に引っ掛かる爪
部等の嵌合手段が設けられているものとする。
　前記ボタン５５は、前記装飾縁部５４中央の装着孔部５４ｂに、該装着孔部５４ｂの延
在方向に沿って進退自在に差し込まれている。
　また、このボタン５５は、前記装飾縁部５４の装着孔部５４ｂ内で引っ掛かるストッパ
ー板部５５ａを有している。これによって、装飾縁部５４から外側に露出する外側端面は
、装飾縁部５４の鍔部５４ａの外側面よりも外側に突出しない構成となっている。
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【００１９】
　前記前面壁部５１および背面壁部５２には、前記底面部５１ａ，５２ａに形成された底
面カバー部５３，５３用の差込口と、前記ボタン取付部５１ｃ，５２ｃに形成されたボタ
ン差込口とを除いて開口部は形成されない構成となっている。
　したがって、前記差込口およびボタン差込口からの樹脂の浸入を防ぐようにしてクッシ
ョンパッドの成形を行うことによって、前面壁部５１と背面壁部５２との内部空洞部に樹
脂が浸入することを防ぐことができる。
【００２０】
　また、前記前面壁部５１の正面側には、図１に示すように、凹部５１ｅが形成されてい
る。この凹部５１ｅの背面側には、この凹部５１ｅに対応する凸部が形成されていないが
、適宜、凸部を形成してもよい。このように、前面壁部５１に凹凸を形成することによっ
て、前面壁部５１の剛性を向上できるので、好ましい。
　また、この前面壁部５１は、図２～図４に示すように、補強部６ｂ，６ｂと、抱持部６
ｄと、取付部６ｆ，６ｆとを有している。
【００２１】
　補強部６ｂ，６ｂは前面壁部５１を補強するためのものであり、図２に示すように、乗
員の頭部を受ける部分の背面側に設けられている。すなわち、前記前面壁部５１上部の背
面側に設けられている。
　これら補強部６ｂ，６ｂは、前記前面壁部５１の背面側から後方に突出するようにして
形成されており、例えばビードやリブ等のように前面壁部５１の背面側から突出すること
から、該前面壁部５１の補強機能を備える。
　なお、これら補強部６ｂ，６ｂは、ヘッドレスト本体５０の製造段階で、前面壁部５１
と一体に成形されている。
【００２２】
　抱持部６ｄは、図２～図４に示すように、前記前面壁部５１の背面側に、包囲部８より
も上方に位置するようにして設けられている。
　また、この抱持部６ｄは、前記前面壁部５１の背面側から後方に突出するとともにアー
チ型に形成されている。この抱持部６ｄのアーチの内側には、後述するシャフト部２２ｂ
を左右方向に挿入することができる。すなわち、シャフト部２２ｂは、この抱持部６ｄに
よって抱持されたような状態となる。
　なお、この抱持部６ｄは、ヘッドレスト本体５０の製造段階で、前面壁部５１と一体に
形成されている。
　また、この抱持部６ｄも、上述のように前記前面壁部５１の背面側から後方に突出する
ようにして形成されているため、前記補強部６ｂと同様に、前記前面壁部５１の補強機能
を有しているものとする。
【００２３】
　取付部６ｆ，６ｆは、前記付勢部材３を取り付けるためのものであり、図２に示すよう
に、前記前面壁部５１の背面側に設けられている。また、包囲部８の左右両側に配置され
ている。
　また、取付部６ｆ，６ｆは、前記前面壁部５１の背面側から後方に突出するとともにア
ーチ型に形成されており、前記付勢部材３の上端部を引掛けることができる。
　なお、これら取付部６ｆ，６ｆは、ヘッドレスト本体５０の製造段階で、前面壁部５１
と一体に成形されている。
　また、これら取付部６ｆ，６ｆも、上述のように前記前面壁部５１の背面側から後方に
突出するようにして形成されているため、前記補強部６ｂと同様に、前記前面壁部５１の
補強機能を有しているものとする。
【００２４】
　なお、これら取付部６ｆ，６ｆは、前記取付部２，２の上方にそれぞれ位置しており、
上下方向に配置された取付部２と取付部６ｆとの間に付勢部材３が架け渡されている。す
なわち、コイルバネである付勢部材３の下端部が前記取付部２に取り付けられており、上
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端部が前記取付部６ｆに取り付けられている。
　そして、このように、横軸部１ｂに固定された取付部２，２と、ヘッドレスト本体５０
の前面壁部５１の背面側に設けられた取付部６ｆ，６ｆとの間に、付勢部材３，３がそれ
ぞれ架設されているので、これら付勢部材３，３によって、可動部分であるヘッドレスト
本体５０を後方付勢することができる。すなわち、ヘッドレスト本体５０は、前後方向へ
の回動がロックされない状態においては常に後方に戻るように設定されている。
【００２５】
　前記底面カバー部５３，５３は、図１，図２および図６に示すように、互いに結合され
た状態の前記前面壁部５１と背面壁部５２との底面部５１ａ，５２ａに、前記ヘッドレス
トピラー１の一対の支柱１ａ，１ａの位置に対応して設けられるとともに、該支柱１ａ，
１ａが挿通されるスリット５３ａ，５３ａが形成されたものである。
　また、この底面カバー部５３は、前記スリット５３ａと、周壁部５３ｂと、鍔部５３ｃ
と、を備えている。
【００２６】
　スリット５３ａは、前後方向に長くなる長孔状に形成されている。
　このスリット５３ａが、前記前面壁部５１および背面壁部５２の底面部５１ａ，５２ａ
に形成されることによって、前記ヘッドレスト本体５０をスムーズに前後方向に回動させ
ることができる。
【００２７】
　周壁部５３ｂは、前記スリット５３ａの周縁に配置されるとともに、該スリット５３ａ
を形成するものであり、前記底面部５１ａ，５２ａに形成された差込口に差し込まれて嵌
合される。
　なお、この周壁部５３ｂには、図示はしないが、前記底面部５１ａ，５２ａに引っ掛か
る爪部等の嵌合手段が設けられているものとする。
【００２８】
　鍔部５３ｃは、前記周壁部５３ｂの下端部に一体形成されており、前記底面部５１ａ，
５２ａに当接するものである。
　すなわち、この鍔部５３ｃは、前記底面部５１ａ，５２ａに形成された差込口よりも大
径となるように形成されており、底面カバー部５３が該差込口から、前面壁部５１と背面
壁部５２との空洞部に没入することを防ぐことができる。
【００２９】
　前記包囲部８は、図２および図３に示すように、前記ロックブラケット４を包囲するも
のであり、前記前面壁部５１の背面側に、該背面側から後方に突出するようにして一体形
成されている。つまり、前記ヘッドレスト本体５０は、この包囲部８によってロックブラ
ケット４を包囲した状態で、前記横軸部１ｂに対して前後方向に回動自在に取り付けられ
ている。
　この包囲部８は、一対の補強リブ８ａ，８ａと、ストッパー部８ｃ，８ｃと、を含んで
構成されている。
【００３０】
　一対の補強リブ８ａ，８ａは、前記前面壁部５１の背面側から後方に向かって突出し、
前記ロックブラケット４の左右両側面にそれぞれ対向するようにして配置されている。
　また、これら一対の補強リブ８ａ，８ａのうち、一方の補強リブ８ａ側には、ロックピ
ン部２２ａの先端部を挿通させるための挿通孔５６が形成されており、他方の補強リブ８
ａ側には、後述するピン貫通孔２１が形成されている。
　なお、前記挿通孔５６とピン貫通孔２１とは互いに向かい合うようにして配置されてお
り、これらピン貫通孔２１と挿通孔５６との間に、ロックブラケット４の複数のロック用
孔２０…が位置するように配置されている。また、後述するが、これらピン貫通孔２１と
、ロック用孔２０と、挿通孔５６とに対して同時に、ロックピン部２２ａが挿入されるこ
とになる。
【００３１】
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　ストッパー部８ｃ，８ｃは、前記ヘッドレスト本体５０の回動時に、前記ロックブラケ
ット４の後端４ｂに当接するものであり、包囲部８の後側に設けられている。なお、本実
施の形態において、このストッパー部８ｃは複数設けられている。
　また、これらストッパー部８ｃ，８ｃは、前記一対の補強リブ８ａ，８ａの後方突出側
端部間に架設されるとともに、該一対の補強リブ８ａ，８ａと一体形成されている。これ
らストッパー部８ｃ，８ｃのうち、一方のストッパー部８ｃは、背面視において包囲部８
の中央付近に設けられており、他方のストッパー部８ｃは、背面視において包囲部８の下
端部に設けられている。
　なお、前記ヘッドレスト本体５０の回動時に、前記ロックブラケット４の後端４ｂに当
接するものとしては、前記前面壁部５１前面壁部５１自体が挙げられる。すなわち、前面
壁部５１が、前記ロックブラケット４の前端４ａに当接するストッパーとして機能する。
【００３２】
　包囲部８は、上述のように一対の補強リブ８ａ，８ａ間に複数のストッパー部８ｃ，８
ｃを架設することによって形成されている。
　また、前記一対の補強リブ８ａ，８ａは、前記ロックブラケット４の左右両側面にそれ
ぞれ対向するようにして配置されているため、これら一対の補強リブ８ａ，８ａ間には隙
間が形成されている。
　また、この隙間は、前記ストッパー部８ｃ，８ｃによって複数に区切られている。その
うち、包囲部８の下端部に位置する隙間は、ロックブラケット４を、包囲部８の内部に差
し込むための差込口８ｄとされている。また、上方の後側のストッパー部８ｃと下方の後
側のストッパー部８ｃとの間に位置する隙間は符号８ｅで示されており、上方の後側のス
トッパー部８ｃよりも上方の隙間は符号８ｆで示されている。これら差込口８ｄおよび隙
間８ｅ，８ｆからは、前記ロックブラケット４が露出している。
【００３３】
　前記把持部９は、図２に示すように、前記横軸部１ｂを把持するためのものであり、前
記ヘッドレスト本体５０の下端部に設けられており、下方に向かって開放されている（開
放部９ａ）。また、この開放部９ａには、前記横軸部１ｂおよびロックブラケット４が差
し込まれている。
　また、この把持部９の上方には、前記包囲部８が配置されている。また、この把持部９
に差し込まれたロックブラケット４は、この把持部９を通過して、前記包囲部８の差込口
８ｄから包囲部８内部に差し込まれる。
【００３４】
　なお、把持部９は、前記ヘッドレスト本体５０の前面壁部５１の背面側の下端部に設け
られるとともに、左右側壁部と、これら左右側壁部の下端部に架設される下側壁部とによ
って構成された本体部を含んで構成されている。そして、この本体部に、前記横軸部１ｂ
およびロックブラケット４を差込可能な形状のスリットが形成されており、このスリット
が、前記開放部９ａとされている。
　より詳細には、このスリットである開放部９ａは、前記本体部の左右側壁部のうち、左
右いずれか一方側に位置する側壁部の下端部から、下側壁部を介し、左右いずれか他方側
に位置する側壁部の下端部まで形成されている。そして、左右側壁部に形成されたスリッ
ト９ａにて前記横軸部１ｂを把持している。
　また、前記スリット９ａが形成された下側壁部の一部には、スリット９ａを後方に向か
って開放する間隙が、該下側壁部の中央部後方側を切り欠くことによって形成されている
。
　なお、この把持部９は、ヘッドレスト本体５０の製造段階で、前記前面壁部５１一体に
成形されている。
【００３５】
　また、把持部９は、前記本体部の左右側壁部間の位置に、前記横軸部１ｂを把持するア
ーチ型把持片９ｃ，９ｃを有している。また、これらアーチ型把持片９ｃ，９ｃは、前記
取付部２，２よりも内側に、かつ該取付部２，２にそれぞれ隣接するようにして配置され
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ている。
　アーチ型把持片９ｃ，９ｃは、前記本体部の下側壁部のうち、前記開放部９ａであるス
リットを介して前面壁部５１側に位置する部位と、後方側に位置する部位との間にアーチ
型に架設形成されている。
　なお、アーチ型把持片９ｃ，９ｃは、ヘッドレスト本体５０の製造段階で、前面壁部５
１および本体部と一体に成形されている。アーチ型把持片９ｃ，９ｃの前面壁部５１側端
部は、前面壁部５１よりも肉厚に形成されており、この肉厚部分は略Ｌ字型に形成されて
いるものとする。
【００３６】
　また、把持部９は、前記横軸部１ｂの長さ方向に沿って該横軸部１ｂの外周面を受ける
とともに、継目のない状態で構成された軸受け面９ｄ…を備えている。
　これら軸受け面９ｄ…は、前記本体部の左右側壁部のうち、前記横軸部１ｂを把持する
スリット９ａ端部の内側面と、前記アーチ型把持片９ｃ，９ｃの内側面とを指している。
したがって、これら軸受け面９ｄ…は、前記横軸部１ｂの長さ方向に沿って間隔をあけて
配置された状態となっている。
【００３７】
　前記保持部１０は、後述する付勢部材２３を保持するためのものであり、この付勢部材
２３はコイルバネが採用されている。なお、このコイルバネである付勢部材２３は、該付
勢部材２３を圧縮する方向に移動するロック部材２２（後述する）を、押し返す方向に付
勢する押しバネである。
　この保持部１０は、図３および図４に示すように、前記前面壁部５１の背面側に、前記
包囲部８および抱持部６ｄ付近に位置するようにして設けられている。また、保持部１０
は、ヘッドレスト本体５０の製造段階で、前面壁部５１と一体に成形されている。
　なた、この保持部１０の前面壁部５１からの突出端部には開口部が形成されており、こ
の開口部を挟んで上方および下方に、後述する支持部１０ａ，１０ａがそれぞれ配置され
ている。
　この保持部１０は、支持部１０ａ，１０ａと、当接部１０ｂと、引掛部１０ｃと、連結
板部１０ｄと、を備えている。
【００３８】
　支持部１０ａ，１０ａは、前記前面壁部５１の背面側から後方に突出するようにして一
体形成されており、コイルバネである前記付勢部材２３の外径部２３ａに当接するもので
ある。そして、該付勢部材２３を前記前面壁部５１から離間した位置に位置している。
　すなわち、支持部１０ａの突出方向側端面は、前記付勢部材２３の外径部２３ａに合わ
せて凹む曲面となるように形成されるとともに、この曲面は左右方向（付勢部材２３の伸
縮方向）に連続しており、この曲面に沿って付勢部材２３を配置することができる。
　なお、前記連結板部１０ｄは、これら支持部１０ａ，１０ａ間に架設されており、これ
ら支持部１０ａ，１０ａを部分的に連結している。連結板部１０ｄによって支持部１０ａ
，１０ａを部分的に連結することができるので、これら支持部１０ａ，１０ａの剛性を向
上させることができるので好ましい。
【００３９】
　当接部１０ｂは、前記支持部１０ａ，１０ａと対向するとともに、前記コイルバネであ
る付勢部材２３の伸縮方向に沿って設けられている。また、この当接部１０ｂは、前記付
勢部材２３の内径部２３ｂに当接している。なお、この当接部１０ｂの付勢部材２３側面
は、図３に示すように、付勢部材２３の内径部２３ｂ側に膨らむ曲面となるように形成さ
れており、前記付勢部材２３の内径部２３ｂに密接する構成とされている。
　より詳細には、この当接部１０ｂは棒状体であり、平面視において前記２つの支持部１
０ａ，１０ａ間の隙間の延在方向に沿って設けられており、この当接部１０ｂによって、
前記コイルバネである付勢部材２３を、前記支持部１０ａ，１０ａ間の隙間に向かって押
さえているような状態となっている。
　なお、この当接部１０ｂは、保持部１０の包囲部８側端部から側方に向かって突出して
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いる。この当接部１０ｂの突出長さは、突出方向側端部が、前記付勢部材２３が最も圧縮
した状態の包囲部８側端部の位置と略等しくなるか、または最も圧縮した状態の包囲部８
側端部よりも若干、側方（図３中の右方向）寄りとなるように設定されている。すなわち
、付勢部材２３が最も圧縮した状態となっても、該付勢部材２３が当接部１０ｂから外れ
ない程度の長さに設定されている。
【００４０】
　引掛部１０ｃは、前記前面壁部５１のうち、前記ボタン取付部５１ｃ，５２ｃが形成さ
れた一側部とは反対の他側部に、前記当接部１０ｂと対向するようにして設けられており
、該他側部から当接部１０ｂ側に若干突出するようにして形成されている。そして、この
引掛部１０ｃは、前記付勢部材２３の他側部側端部に引っ掛かった状態となっており、前
記付勢部材２３の他側部側端部が外れることを防ぐことができる。
　なお、この引掛部１０ｃも前記当接部１０ｂと同様に、前記付勢部材２３の内径部２３
ｂに当接しており、この引掛部１０ｃと前記支持部１０ａ，１０ａとの間に付勢部材２３
のコイルが挟み込まれたような状態となっている。
【００４１】
　なお、前記保持部１０を構成する支持部１０ａ，１０ａおよび当接部１０ｂは、該保持
部１０の包囲部８側端部を基端部として一体形成されている。また、この保持部１０の基
端部は、包囲部８と一体形成されている。
　また、前記引掛部１０ｃは、前記前面壁部５１の他側部と一体形成されている。
　また、前記連結板部１０ｄは、前記支持部１０ａ，１０ａと一体形成されている。
　以上のようにしてヘッドレスト本体５０が構成されている。
【００４２】
　続いて、ヘッドレストを構成し、前記ヘッドレスト本体５０を、前記ロックブラケット
４に対して複数の傾斜角度でロックするロック機構について説明する。
　ロック機構は、図１～図５に示すように、複数のロック用孔２０…と、ピン貫通孔２１
と、ロック部材２２と、前記付勢部材２３とを有している。
【００４３】
　前記複数のロック用孔２０…は、図１および図５に示すように、それぞれ、後述するロ
ックピン部２２ａが挿入されるものであり、前記ロックブラケット４の上端部４ｄに、該
ロックブラケット４を、左右の厚さ方向に貫通して形成されている。また、これら複数の
ロック用孔２０…は、前記ヘッドレスト本体５０の回動方向に沿って並設されている。
　なお、本実施の形態において、これら複数のロック用孔２０…は、前記ロックブラケッ
ト４に対して４つ形成されている。
【００４４】
　前記ピン貫通孔２１は、図３および図４に示すように、後述するロックピン部２２ａが
挿入されるものであり、前記ヘッドレスト本体５０の包囲部８のうち、前記並設された複
数のロック用孔２０…上を通過する位置に形成されている。また、このピン貫通孔２１は
、前記包囲部８を構成する一対の補強リブ８ａ，８ａのうち、前記挿通孔５６が形成され
た補強リブ８ａとは反対側の補強リブ８ａに形成されている。
　すなわち、この包囲部８に形成されたピン貫通孔２１と、包囲部８によって包囲された
ロックブラケット４の各ロック用孔２０…とは、前記ヘッドレスト本体５０の傾斜角度に
応じて、互いに重なり合うように設定されている。
　なお、ピン貫通孔２１は、前記挿通孔５６と、前記包囲部８を介して連続するようにし
て配置されている。つまり、これらピン貫通孔２１と挿通孔５６との間に、前記複数のロ
ック用孔２０…が位置するように設定されており、これらピン貫通孔２１と、ロック用孔
２０と、挿通孔５６とに対して同時に、後述するロックピン部２２ａが挿入されることに
なる。
【００４５】
　前記ロック部材２２は、図１～図５に示すように、ロックピン部２２ａと、シャフト部
２２ｂと、連結部２２ｃと、から構成されている。



(11) JP 2012-201152 A 2012.10.22

10

20

30

40

50

　また、これらロックピン部２２ａと、シャフト部２２ｂと、連結部２２ｃとは一体形成
されており、略Ｊ字型となるように構成されている。すなわち、ロック部材２２は、一本
の金属棒を屈曲加工することにより形成されている。
　なお、前記前面壁部５１の一側部および他側部は、後方への突出長さが短く設定されて
おり、これによって、ロック部材２２を、前記前面壁部５１の外側から前面壁部５１の内
部側に向かって取り付けることが可能となっている。
【００４６】
　ロックピン部２２ａは、前記ピン貫通孔２１を貫通した状態を保持しつつ、先端部が、
前記複数のロック用孔２０…に抜き差しされるものである。すなわち、このロックピン部
２２ａの先端部は、ロック用孔２０から引き抜かれた際であっても、前記ピン貫通孔２１
に挿入された状態となっており、差し込まれた際には、ピン貫通孔２１と、ロック用孔２
０と、挿通孔５６とに挿入された状態となる。
【００４７】
　シャフト部２２ｂは、前記ロックピン部２２ａと平行に配置されるとともに該ロックピ
ン部２２ａを操作するためのものである。また、このシャフト部２２ｂは、前記ロックピ
ン部２２ａよりも長尺に設定されている。
　このシャフト部２２ｂは、ロック部材２２の取付時に、前記抱持部６ｄのアーチの内側
にも挿入される。さらに、シャフト部２２ｂの端部が、前記ボタン取付部５１ｃ，５２ｃ
間の空洞および前記装飾縁部５４の装着孔部５４ｂに挿入される。
　なお、このシャフト部２２ｂの端部には、前記ボタン５５が取り付けられている。
【００４８】
　連結部２２ｃは、前記ロックピン部２２ａとシャフト部２２ｂとを連結するためのもの
である。この連結部２２ｃは、前記ロックピン部２２ａの軸心と、シャフト部２２ｂの軸
心とを結ぶ直線に沿って設けられている。
　また、この連結部２２ｃは、前記付勢部材２３に当接する。
【００４９】
　ここで、図５に示すように、前記シャフト部２２ｂの軸心と、前記ロックピン部２２ａ
の軸心とを結ぶ直線の延長線上に、前記ヘッドレストピラー１の横軸部１ｂの軸心が配置
されている。なお、このヘッドレストピラー１の横軸部１ｂの軸心は、上述のように前記
ヘッドレスト本体５０の回動中心軸とされている。
　図５に示すように、ヘッドレスト本体５０には、クッションパッドおよび表皮が一体化
されており、ヘッドレスト本体５０の傾斜角度に応じて、乗員の後頭部に対するクッショ
ンパッドおよび表皮の接触部位が変化するように設定されている。また、クッションパッ
ドおよび表皮の形状に応じても接触部位が変化する場合がある。このような場合であって
も、各軸心が一直線上に配置されるという位置関係は変わらないように設定されているた
め、ヘッドレスト本体５０に加えられた外力を、ロックブラケット４を介して一直線に横
軸部１ｂに伝達できるようになっている。
　なお、図５において、乗員の後頭部とクッションパッドおよび表皮との間に記載された
「○」で示す４ヶ所の部位が、乗員の後頭部に対するクッションパッドおよび表皮の接触
部位となっている。
【００５０】
　また、前記複数のロック用孔２０…は、図５に示すように、前記横軸部１ｂよりも前方
に配置されている。したがって、前記包囲部８に形成されたピン貫通孔２１と、横軸部１
ｂとともに一直線上に配置されるシャフト部２２ｂおよびロックピン部２２ａを有するロ
ック部材２２も、前記横軸部１ｂよりも前方に配置されることになる。
【００５１】
　前記付勢部材２３は、前記保持部１０によって、前記前面壁部５１の背面側に保持され
るとともに前記ロック部材２２の連結部２２ｃに当接し、この連結部２２ｃを、前記ロッ
クピン部２２ａが前記ピン貫通孔２１および複数のロック用孔２０…に差し込まれる方向
に付勢するものである。
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　また、この付勢部材２３は、上述のようにコイルバネであり、特に、該コイルバネ２３
が圧縮する方向に移動する前記ロック部材２２を、押し返す方向に付勢する押しバネであ
る。
　コイルバネ２３を形成する複数のコイルの外径部分を、コイルバネ２３の外径部２３ａ
と称し、複数のコイルの内径部分を、コイルバネ２３の内径部２３ｂと称する。
【００５２】
　なお、上述のように、前記ボタン５５の外側端面が、装飾縁部５４の鍔部５４ａの外側
面よりも外側に突出しない構成となっているため、前記付勢部材２３によって押し返され
た連結部２２ｃに当接するストッパー等は設けられない状態となっている。ただし、これ
に限られず、前記付勢部材２３による付勢方向の先に設けられるとともに、前記付勢部材
２３によって押し返された連結部２２ｃが当接するようなストッパーを設けても良いもの
とする。
　本実施の形態において、前記ヘッドレスト本体５０を、ロック機構によってロックして
いる状態においては、前記ボタン５５のストッパー板部５５ａが、前記付勢部材２３によ
って前記装飾縁部５４の端部に当接するように付勢されている。一方、前記シャフト部２
２ｂを操作して、前記ロックピン部２２ａの先端部をロック用孔２０から抜き、ヘッドレ
スト本体５０をアンロックしている状態においては、前記ボタン５５のストッパー板部５
５ａが、前記装飾縁部５４の端部から離間しており、前記付勢部材２３は圧縮した状態と
なる。
　以上のようにしてロック機構が構成されている。
【００５３】
　続いて、ヘッドレストを構成し、前記ヘッドレスト本体５０の回動に伴ってクリック感
を生起するクリック機構について説明する。
　クリック機構は、図６に示すように、前記ヘッドレストピラー１の一対の支柱１ａ，１
ａと、凹凸係合部６０と、を有している。
【００５４】
　前記一対の支柱１ａ，１ａは、図１および図２に示すように、左右に離間して配置され
ており、これら一対の支柱１ａ，１ａの上端部間に前記横軸部１ｂが架設されるとともに
一体形成されている。
　本実施の形態のクリック機構としては、これら一対の支柱１ａ，１ａのうち、少なくと
も一方の支柱１ａを用いる。
【００５５】
　前記凹凸係合部６０は、図１および図６に示すように、前記一対の底面カバー部５３，
５３のうち、少なくとも一方の底面カバー部５３のスリット５３ａ周縁部に対して設けら
れるとともに、前記少なくとも一方の支柱１ａが係合する複数の凹凸部６０ａ，６０ｂを
前記ヘッドレスト本体５０の回動方向に沿って連続して形成してなるものである。
　すなわち、この凹凸係合部６０は、前記底面カバー部５３の周壁部５３ｂのスリット５
３ａ側面に設けられている。
【００５６】
　凹部６０ｂは、前記支柱１ａの外周面に合わせて凹む曲面とされており、この曲面は、
前記支柱１ａの延在方向に連続している。そして、前記支柱１ａの延在方向に沿って、こ
の曲面である凹部６０ｂを係合できるようになっている。
　また、凹部６０ｂは、図６（ｂ）に示すように複数設けられており、これら複数の凹部
６０ｂ…は、前記ヘッドレスト本体５０の傾斜角度に応じて段階的に傾斜するように配置
されている。
　凸部６０ａは、これら複数の凹部６０ｂ…間に複数配置されている。また、これら複数
の凸部６０ａ…と複数の凹部６０ｂ…とは一体形成されている。
【００５７】
　本実施の形態のクリック機構は、前記ヘッドレスト本体５０が前後方向に回動されるこ
とにより、前記少なくとも一方の底面カバー部５３に設けられた凹凸係合部６０が、前記
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少なくとも一方の支柱１ａに対してクリック感を伴いながら移動するように構成されてい
る。すなわち、前記複数の凸部６０ａ…が、前記少なくとも一方の支柱１ａを乗り越え、
前記凹部６０ｂが、前記少なくとも一方の支柱１ａに係合するように設定されている。
　また、前記ロック機構によってヘッドレスト本体５０の回動にロックがかかる際に、前
記複数の凸部６０ａ…が、前記少なくとも一方の支柱１ａを乗り越え、前記凹部６０ｂが
、前記少なくとも一方の支柱１ａに係合するように設定されており、クリック機構とロッ
ク機構とを連動させることができる。
　以上のようにしてクリック機構が構成されている。また、以上のようにしてヘッドレス
トが構成されている。
【００５８】
　次に、ヘッドレスト本体５０を、ヘッドレストピラー１の横軸部１ｂに取り付ける方法
について説明する。
　図１および図２に示すように、前記ヘッドレストピラー１の横軸部１ｂには、前記ロッ
クブラケット４および取付部２，２が予め取り付けられている。なお、これらロックブラ
ケット４および取付部２，２は、上述のように溶接等により、横軸部１ｂに対して強固に
接合固定されている。
　なお、取付前のヘッドレスト本体５０には、前記ロック部材２２および付勢部材２３が
取り付けられていない状態となっている。
【００５９】
　まず、このようなヘッドレスト本体５０を、前記ヘッドレストピラー１の横軸部１ｂに
対して取り付ける。すなわち、ヘッドレスト本体５０の下端部に設けられるとともに下方
（横軸部１ｂ側）に向かって開放する開放部９ａに、前記横軸部１ｂおよびロックブラケ
ット４を差し込むようにして、ヘッドレスト本体５０を横軸部１ｂに取り付ける。
　この時、ロックブラケット４を、前記包囲部８の下端部に形成された差込口８ｄから包
囲部８内部に差し込むようにする。
　また、前記開放部９ａに差し込まれた横軸部１ｂは、この開放部９ａを含んで構成され
た把持部９によって把持された状態となる。すなわち、把持部９に備えられた軸受け面９
ｄ…によって、前記横軸部１ｂの長さ方向に沿って該横軸部１ｂの外周面を受けるように
する。
【００６０】
　続いて、ロック部材２２を、前記前面壁部５１の外側から前面壁部５１の内部側に向か
って取り付ける。
　前記シャフト部２２ｂは、前記抱持部６ｄのアーチの内側に挿入するとともに、端部を
、前記ボタン取付部５１ｃ，５２ｃ間の空洞内に挿入する。
　これと同時に、前記ロックピン部２２ａを、前記ピン貫通孔２１および複数のロック用
孔２０…のいずれかに差し込むようにする。
　また、本実施の形態においては、この段階で、前記ボタン５５も取り付けられていない
状態となっているが、これに限られるものではなく、前記ロック部材２２を、前記前面壁
部５１の外側から前面壁部５１の内部側に向かって取り付けるよりも前の工程で、前記ボ
タン５５および装飾縁部５４を、ボタン取付部５１ｃに取り付けておいても良いものとす
る。
【００６１】
　続いて、コイルバネである付勢部材２３を保持部１０によって保持する。まず、付勢部
材２３の連結部２２ｃ側端部を、該付勢部材２３を圧縮させたり弾性的に屈曲させたりし
ながら、前記一対の支持部１０ａ，１０ａと当接部１０ｂとの間に差し込む。また、付勢
部材２３の、前面壁部５１の他側部側端部を、前記引掛部１０ｃに引掛ける。
　なお、本実施の形態においては、前記付勢部材２３の連結部２２ｃ側端部を取り付けて
から、前記付勢部材２３の、前面壁部５１の他側部側端部を取り付ける手順としているが
、これに限られるものではなく、前記付勢部材２３の、前面壁部５１の他側部側端部から
取り付けるようにしても良い。また、その他の方法を採用して付勢部材２３を取り付けて
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も良く、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００６２】
　続いて、前記横軸部１ｂに取り付けられた取付部２，２と、前記ヘッドレスト本体５０
の前面壁部６の背面側に設けられた取付部６ｆ，６ｆとの間に、前記付勢部材３，３を取
り付ける。すなわち、付勢部材３，３の上端部を、前記取付部６ｆ，６ｆにそれぞれ引掛
けるとともに、下端部を、前記取付部２，２にそれぞれ引掛ける。
　なお、本実施の形態においては、付勢部材３よりも先に付勢部材２３を取り付ける手順
を採用したが、これに限られるものではなく、付勢部材３から取り付ける手順を作用して
も良いものとする。
【００６３】
　その後、前記装飾縁部５４およびボタン５５も、前記前面壁部５１のボタン取付部５１
ｃのボタン差込口用切欠部５１ｄに嵌め込んでおく。この時、前記シャフト部２２ｂを、
前記付勢部材２３が圧縮する方向に移動させながら、該シャフト部２２ｂの端部をボタン
５５に取り付けるようにする。
　そして、前記背面壁部５２を、前記前面壁部５１に対して結合させるようにする。この
時、背面壁部５２のボタン取付部５２ｃのボタン差込口用切欠部５２ｄを、前記前面壁部
５１のボタン取付部５１ｃのボタン差込口用切欠部５１ｄと組み合わせる。これによって
、前記装飾縁部５４およびボタン５５を、ボタン取付部５１ｃ，５２ｃに取り付けること
ができる。
【００６４】
　次に、予め凹凸係合部６０が周壁部５３ｂのスリット５３ａ側に設けられた底面カバー
部５３，５３を、前記前面壁部５１および背面壁部５２の底面部５１ａ，５２ａに取り付
ける。すなわち、２つの差込口用切欠部５１ｂと、２つの差込口用切欠部と５２ｂを組み
合わせることで形成された２つの差込口に、前記底面カバー部５３，５３をそれぞれ差し
込んで嵌合する。
　また、この時に、底面カバー部５３のスリット５３ａに、前記ヘッドレストピラー１の
支柱１ａを挿通させるようにする。
　以上のようにしてヘッドレスト本体５０を、前記ヘッドレストピラー１の横軸部１ｂに
取り付けることができる。
【００６５】
　次に、以上のように構成されたヘッドレストの動作について説明する。
　ヘッドレストの動作は、図５に示すように、前記ヘッドレストピラー１の横軸部１ｂに
対して前後方向に回動自在に取り付けられたヘッドレスト本体５０の前後方向への回動に
基づくものである。
　また、ヘッドレスト本体５０は、前記付勢部材３，３によって、該ヘッドレスト本体５
０をヘッドレストピラー１の横軸部１ｂ側に引き寄せる方向に付勢されている。したがっ
て、ヘッドレスト本体５０が後方に引き寄せられるとともに、前記ロックピン部２２ａが
、複数のロック用孔２０…のうちの最も後方にあるロック用孔２０に挿入された状態が、
ヘッドレスト本体５０の前後方向への回動の通常位置とされている。
【００６６】
　ヘッドレスト本体５０を前後方向に回動させる際は、前記ロック部材２２を操作する。
すなわち、前記ロックピン部２２ａを、ピン貫通孔２１を貫通した状態を保持しつつ、先
端部をロック用孔２０から抜くようにする。これによって、ロックが解除された状態とな
り、ヘッドレスト本体５０を前後方向に回動させることができる。
　ロックピン部２２ａの先端部をロック用孔２０から抜く際には、前記シャフト部２２ｂ
のボタン５５が取り付けられる端部を、該シャフト部２２ｂの軸方向に沿って付勢部材２
３が圧縮する方向に押し込む。これによって、ロックピン部２２ａの先端部をロック用孔
２０から抜くことができる。
　この時、付勢部材２３は保持部１０に保持された状態で圧縮する。ボタン５５を押し込
む操作を止めると、付勢部材２３によって連結部２２ｃが押し戻され、これに伴って、ロ
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ックピン部２２ａはロック用孔２０に差し込まれる方向に移動し、シャフト部２２ｂも元
に戻ろうとする。
【００６７】
　ロックピン部２２ａを最後方のロック用孔２０から抜き、ヘッドレスト本体５０を、通
常位置よりも後方に回転させた時には、ヘッドレスト本体５０の前面壁部５１が、ロック
ブラケット４の前端４ａに当接する。これによって、ヘッドレスト本体５０の後方への回
転を規制できるようになっている。
【００６８】
　ヘッドレスト本体５０を前方に一段階回転させるに際し、ロックピン部２２ａが最後方
のロック用孔２０に差し込まれている状態から、二番目に後方に位置するロック用孔２０
に差し込む場合は、まず、前記シャフト部２２ｂのボタン５５が取り付けられた端部を押
し込み、ロックピン部２２ａの先端部を、最後方のロック用孔２０から抜く。
　続いて、ヘッドレスト本体５０を前方へ回転させる。
　この時、図６に示すクリック機構の凹凸係合部６０の凸部６０ａが、前記支柱１ａを乗
り越えて、前記凹部６０ｂが、この支柱１ａに係合するように動き、これに伴って、クリ
ック感が生起する。
　また、このクリック機構とロック機構は連動しているため、前記凸部６０ａが支柱１ａ
を乗り越えるのと同時に、ロックピン部２２ａの先端部は、最後方のロック用孔２０と二
番目に後方のロック用孔２０との間を移動する。さらに、前記凹部６０ｂが支柱１ａに係
合するのと同時に、ロックピン部２２ａの先端部は、二番目に後方のロック用孔２０に差
し込まれることになる。
　この時、前記ロック部材２２の連結部２２ｃは、前記付勢部材２３によって付勢されて
いるため、前記シャフト部２２ｂを操作せずとも、前記ロックピン部２２ａを付勢部材２
３の付勢力によって自動的にロック用孔２０に差し込むことができる。
【００６９】
　このようにしてヘッドレスト本体５０を前方に一段階回転させることができる。
　なお、本実施の形態では、ロックピン部２２ａが最後方のロック用孔２０に差し込まれ
ている状態から、二番目に後方に位置するロック用孔２０に差し込む場合について説明し
ている。
　このような動作は、ロックピン部２２ａを、二番目に後方のロック用孔２０から、三番
目に後方のロック用孔２０（すなわち、前方から二番目のロック用孔２０）に差し込む場
合も同様であり、この三番目に後方のロック用孔２０から、最前方のロック用孔２０に差
し込む場合も同様である。
【００７０】
　ロックピン部２２ａを最前方のロック用孔２０から抜き、ヘッドレスト本体５０を、よ
り前方に回転させた時には、ヘッドレスト本体５０の後側のストッパー部８ｃ，８ｃが、
ロックブラケット４の後端４ｂに当接する。これによって、ヘッドレスト本体５０の前方
への回転を規制できるようになっている。
【００７１】
　一方、ヘッドレスト本体５０を後方に一段階回転させるに際し、ロックピン部２２ａが
最前方のロック用孔２０に差し込まれている状態から、二番目に前方に位置するロック用
孔２０に差し込む場合は、まず、前記シャフト部２２ｂのボタン５５が取り付けられた端
部を押し込み、ロックピン部２２ａの先端部を、最前方のロック用孔２０から抜く。
　続いて、ヘッドレスト本体５０を後方へ回転させる。
　この時、図６に示すクリック機構の凹凸係合部６０の凸部６０ａが、前記支柱１ａを乗
り越えて、前記凹部６０ｂが、この支柱１ａに係合するように動き、これに伴って、クリ
ック感が生起する。
　また、このクリック機構とロック機構は連動しているため、前記凸部６０ａが支柱１ａ
を乗り越えるのと同時に、ロックピン部２２ａの先端部は、最前方のロック用孔２０と二
番目に前方のロック用孔２０との間を移動する。さらに、前記凹部６０ｂが支柱１ａに係
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合するのと同時に、ロックピン部２２ａの先端部は、二番目に前方のロック用孔２０に差
し込まれることになる。
　この時、前記ロック部材２２の連結部２２ｃは、前記付勢部材２３によって付勢されて
いるため、前記シャフト部２２ｂを操作せずとも、前記ロックピン部２２ａを付勢部材２
３の付勢力によって自動的にロック用孔２０に差し込むことができる。
【００７２】
　このようにしてヘッドレスト本体５０を後方に一段階回転させることができる。
　なお、本実施の形態では、ロックピン部２２ａが最前方のロック用孔２０に差し込まれ
ている状態から、二番目に前方に位置するロック用孔２０に差し込む場合について説明し
ている。
　このような動作は、ロックピン部２２ａを、二番目に前方のロック用孔２０から、三番
目に前方のロック用孔２０（すなわち、後方から二番目のロック用孔２０）に差し込む場
合も同様であり、この三番目に前方のロック用孔２０から、最後方のロック用孔２０に差
し込む場合も同様である。
　以上のようにして、ヘッドレスト本体５０を前後方向に回動操作して、ヘッドレストを
動作させることができる。
【００７３】
　本実施の形態によれば、クリック機構は、前記前後方向に回動するヘッドレスト本体５
０と、このヘッドレスト本体５０に対して固定状態にあるヘッドレストピラー１の少なく
とも一方の支柱１ａとの間に設けられることになる。
　したがって、前記ヘッドレスト本体５０を前後方向に回動させることによって、前記凹
凸係合部６０の複数の凸部６０ａ…が、少なくとも一方の支柱１ａを乗り越え、前記凹部
６０ｂが、少なくとも一方の支柱１ａに係合するように動くことになるので、クリック感
が生起することになる。そして、前記ヘッドレスト本体５０を前後方向に回動させる際に
クリック感を得ることができるので、クリック機構とロック機構とを連動させることによ
り、前記ヘッドレスト本体５０の操作性を向上させることができる。これによって、前記
ロックブラケット４に対するヘッドレスト本体５０の傾斜角度を精度良く調整することが
可能となる。
【００７４】
　また、ロック機構によってヘッドレスト本体５０の回動にロックがかかる際に、前記凹
凸係合部６０の複数の凸部６０ａ…が、少なくとも一方の支柱１ａを乗り越え、前記凹部
６０ｂが、少なくとも一方の支柱１ａに係合するように設定されているので、クリック機
構とロック機構とを連動させることができる。これによって、前記ヘッドレスト本体５０
を回動させてクリック感が生起した際に、同時にロック機構によってヘッドレスト本体５
０の回動にロックがかかることになるので、前記ヘッドレスト本体５０の操作性を向上さ
せることができる。これによって、前記ロックブラケット４に対するヘッドレスト本体５
０の傾斜角度を確実かつ精度良く調整することが可能となる。
【符号の説明】
【００７５】
１　ヘッドレストピラー
１ａ　支柱
１ｂ　横軸部
３　付勢部材
４　ロックブラケット
８　包囲部
９　把持部
１０　保持部
２０　ロック用孔
２１　ピン貫通孔
２２　ロック部材
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２２ａ　ロックピン部
２２ｂ　シャフト部
２２ｃ　連結部
２３　付勢部材
５０　ヘッドレスト本体
５１　前面壁部
５１ａ　底面部
５１ｂ　差込口用切欠部
５２　背面壁部
５２ａ　底面部
５２ｂ　差込口用切欠部
５３　底面カバー部
５３ａ　スリット
５３ｂ　周壁部
５３ｃ　鍔部
６０　凹凸係合部
６０ａ　凸部
６０ｂ　凹部

【図１】 【図２】
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